
※１ 期限切れ健康保険証の場合、被保険者番号等によりオンライン資格確認等システムに照会するなど必要

(2025年12月2日現在の取扱い)※厚労省資料を一部改変

※1

(～2026年3月末)
※2

※２「資格情報のお知らせ」単独要(～2026年3月末)の場合、被保険者番号等
によりオンライン資格確認等システムに照会するなど必


